
 

 

 

 

  

  ふるさと（出身地に限らず、応援したいと思う地域）の県や市町村を、寄附金という形で応

援しやすくするため、寄附金控除の制度を拡充するものです。 

 個人住民税のおおよそ１割を上限として、「ふるさと」などの自治体に個人住民税を納

税できるのとほぼ同様の効果があります。 

 

    ①①①①    控除控除控除控除のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる寄附寄附寄附寄附者者者者はははは    

  → 個人住民税の所得割を納税されている方が対象となります。 

    ②②②②    どこへどこへどこへどこへ寄附寄附寄附寄附すればすればすればすれば控除対象控除対象控除対象控除対象となるのかとなるのかとなるのかとなるのか    

  → すべての都道府県、市区町村への寄附が対象となります。 

    ③③③③    今今今今までとまでとまでとまでと何何何何がががが違違違違うのうのうのうのかかかか    

→ 個人住民税の寄附金控除が、「所得控除方式（＝寄附金額に税率をかけた額しか控除にな

らない）」から「税額控除方式（＝寄附金額を直接税額から控除する※）」に変わりまし

た。 ※適用下限額・控除上限額があります。 

  また、適用下限額は、平成 23 年 6 月 22 日に可決した地方税法の改正により、従前の５

千円から２千円に引き下げられ、寄附による税制優遇が受けやすくなりました。 

④④④④    控除控除控除控除によるメリットはによるメリットはによるメリットはによるメリットは    

  → 寄附していただいた金額から２千円（適用下限額）を差し引いた額について、一定限度

まで（個人住民税のおおよそ１割。下記モデルケースの※印を参照）、個人住民税と所得税

が控除されます。 

        【【【【モデルケースモデルケースモデルケースモデルケース】】】】    

 

 

 

 

   ★★★★地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体へへへへ３０３０３０３０，，，，００００００００００００円寄附円寄附円寄附円寄附したしたしたした場合場合場合場合    

 

 

 

 

 

 

 

 

          ２８２８２８２８，，，，００００００００００００円円円円がががが所得税所得税所得税所得税・・・・住民税住民税住民税住民税からからからから控除控除控除控除                                自己負担自己負担自己負担自己負担    

 

 

 

 

 

⑤⑤⑤⑤    いつからいつからいつからいつから適用適用適用適用がががが受受受受けられるのかけられるのかけられるのかけられるのか    

  →１２月までに寄附された場合、翌年の個人住民税から控除されます。 

 

 

 

ふるさとふるさとふるさとふるさと納税制度納税制度納税制度納税制度のののの概要概要概要概要    

『『『『ふるさとふるさとふるさとふるさと納税納税納税納税』』』』とはとはとはとは    

★ 税制度や優遇措置を受ける方法に関するお問い合わせは 

お住まいの市区町村の税務担当課 又は 

山梨県 総務部 税務課（TEL：０５５０５５０５５０５５－－－－２２３２２３２２３２２３－－－－１３８７１３８７１３８７１３８７）までお願いします。 

※※※※図図図図のののの「「「「特例控除特例控除特例控除特例控除」」」」のののの上限上限上限上限はははは、、、、住民税住民税住民税住民税のののの 1111割割割割（（（（上記上記上記上記のケースではのケースではのケースではのケースでは 29,35029,35029,35029,350円円円円までまでまでまで））））    

【【【【参考参考参考参考：：：：控除額控除額控除額控除額のののの計算計算計算計算】】】】    所得税所得税所得税所得税：：：：    （（（（30,00030,00030,00030,000円円円円－－－－2,0002,0002,0002,000円円円円））））××××10101010％＝％＝％＝％＝    2,8002,8002,8002,800円円円円    

                                                住民税住民税住民税住民税：：：：①①①①（（（（30,00030,00030,00030,000円円円円－－－－2,0002,0002,0002,000円円円円））））××××10101010％＝％＝％＝％＝    2,8002,8002,8002,800円円円円    

                                                                ②②②②（（（（30,00030,00030,00030,000円円円円－－－－2,0002,0002,0002,000円円円円））））××××80808080％＝％＝％＝％＝22,40022,40022,40022,400円円円円        控除額合計控除額合計控除額合計控除額合計 28,00028,00028,00028,000円円円円    


